
1箇月単位の変形労働時間制 フレックスタイム制 1年単位の変形労働時間制 1週間単位の非定型的変形労働時間制 36協定による時間外・休日労働

要件
労使協定または就業規則その他これに準するものに
おいて次の事項を定めること

①就業規則その他これに準ずるものに、始業及べ終
業時刻の両方を労働者の決定にゆだねることを定め
ること
②労使協定に次の事項を定めること

労使協定に次の事項を定めること
①労使協定を締結すること
②労働させる1週間の各日の労働時間を、少なくとも
当該1週間前に労働者に書面で通知すること

労使協定により次の事項を定めること

定める事項

①変形期間（1箇月以内の一定の期間）及び変形期
間の起算日
②変形期間における各日及び各週の労働時間
③変形期間を平均し、1週間当たりの労働時間が法
定労働時間を超えないこと
④労使協定の有効期間

①対象となる労働者の範囲
②清算期間（1箇月以内の期間に限る）及び清算期
間の起算日
③清算期間中の総労働時間
④標準となる1日の労働時間
⑤コアタイム及びフレキシブルタイムを設定する場合
には、その時間帯の開始及び終了の時刻

①対象となる労働者の範囲
②対象期間（1箇月を超え1年以内の期間に限る）及
び対象期間の起算日
③特定期間
④対象期間における労働日及び労働日ごとの労働
時間
⑤労使協定の有効期間

【労働日数の限度】
　対象期間が3箇月を超える場合　→　1年当たり280
日
【1日及び1週間の労働時間の限度】
　原則　→　1日：10時間　・　1週間：52時間
　例外　→　1日：16時間　・　1週間：52時間
　（隔日勤務のタクシー運転者）

①時間外または休日労働をさせる必要のある具体的
事由
②業務の種類
③労働者の数
④1日及び1日を超える一定の期間（1日を超え3箇月
以内の期間及び1年間としなければならない）につい
て延長することができる時間又は労働させることがで
きる休日
⑤労使協定の有効期間

【時間外労働の延長の限度】
　　　　　　　（原則）　　（1年単位の変形労働時間制）
　1週間・・・15時間　　　　　14時間
　1箇月・・・45時間　　　　　42時間
　1年・・・・360時間　　　　320時間

就業規則 △（または労使協定） ○ × × ×

労使協定 △（または就業規則） ○ ○ ○ ○

労使協定の届出 ○（労使協定による場合） × ○ ○ ○

効果
特定された週において週法定労働時間（原則40時
間・特例44時間）を超えて、又は、特定された日にお
いて8時間を超えて労働させることができる

労働者が選択したところにより、1週間において週法
定労働時間（原則40時間・特例44時間）を超えて、又
は、1日において8時間を超えて労働させることができ
る

特定された週において40時間を超えて、又は、特定
された日において8時間を超えて労働させることがで
きる

1日について10時間（1週40時間）まで労働させること
ができる

法定労働時間若しくは変形労働時間制による労働時
間を延長し、又は法定休日に労働させることができる

通達等

・常時10人未満の労働者を使用する使用者は、労使
協定によらない場合、「就業規則に準ずるもの」によ
り定めをしなければならず、この定めについて、労働
者に周知させなければならない（届出不要）

・時間外労働となるのは、清算期間における法定労
働時間の総枠を超えた時間であるため、36協定につ
いても、1日について延長することができる時間を協
定する必要はなく、清算期間を通算して時間外労働
することができる時間を協定すればよい

・対象期間を1箇月以上の期間に区分することとした
場合には、あらかじめ全期間の労働日及び当該労働
日ごとの労働時間を特定しなくとも、次の事項を定め
ることで足りる
　①最初の期間については、労働日及び当該労働日
ごとの労働時間
　②最初の期間を除く期間については、各機関の労
働日数及び総労働時間

【対象となる事業】
常時使用する労働者が30人未満である次の事業
①小売業
②旅館
③料理店
④飲食店

【労働時間の延長の特例】
坑内労働その他の厚生労働省令で定める健康上特
に有害な業務の労働時間の延長は、1日につき2時
間を超えてはならない

・変形期間を平均し週40時間の範囲内であっても、
使用者が業務の都合によって任意に労働時間を変
更するような制度は変形労働時間制に該当しない

・年次有給休暇を取得した場合には、その日に標準
となる1日の労働時間労働したものとして取り扱うこと
となる

・上記の場合、使用者は、最初の期間を除く各期間
の初日の少なくとも30日前に、当該事業場の過半数
労働組合又は過半数労働者の代表の同意を得て、
書面により、次の事項を定めなければならない
　①当該労働日数を超えない範囲内で各期間におけ
る労働日
　②当該総労働時間を超えない範囲内で各期間にお
ける労働日ごとの労働時間

・緊急でやむを得ない事由である場合、使用者はあ
らかじめ通知した労働時間を、変更しようとする日の
前日までに書面により当該労働者に通知することに
より、あらかじめ通知した労働時間を変更することが
できる

・交通機関の早朝ストライキ等の1日のうちの一部の
時間帯のストライキによる交通事情等のため、始業
時刻終業時刻を繰り下げたり、繰り上げることは、実
労働時間8時間の範囲である限り時間外労働の問題
は生じない

・フレックスタイム制においても、労働基準法の規定
どおり休憩を与えなければならない。また、一斉休憩
が必要な場合には、コアタイム中に休憩時間を定め
るようにしなければならない

・特例44時間対象の事業でも、1年単位の変形労働
時間制を採用する場合には、1週間当たりの労働時
間を40時間以内とする必要がある

・労働者が遅刻をしたときにその時間だけ通常の終
業時刻を繰り下げて労働させる場合、1日の実労働
時間を通算すれば法定労働時間を超えないときは、
36協定及び割増賃金支払の必要はない

・派遣労働者を派遣先においてフレックスタイム制の
下で労働させる場合、派遣元の使用者は、次のこと
を行う必要がある
　①派遣元の就業規則等に始業・終業時刻を派遣労
働者にゆだねること
　②派遣元にて労使協定を締結し、所要の事項につ
いて協定すること
　③労働者派遣契約において、その労働者をフレック
スタイム制の下で労働させることを定めること

・派遣労働者を派遣先において1年単位の変形労働
時間制の下で労働させる場合、派遣元事業場におい
て労使協定を締結し、1年以内の一定期間を平均し1
週間の労働時間が40時間を超えない範囲内におい
て、労働日及び労働時間を具体的に定める必要があ
る

・1箇月単位の変形労働時間制の規定により就業規
則で変形労働時間制を定める場合は、その特定の
日の所定労働時間を超える部分について適用される
ものである。従って、10時間と定められた日について
は12時間まで労働させることができる


